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７　会議の概要  

 

委員長　　　ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。  

まず、委員会記録の署名委員に柏委員、澤田委員を

指名いたします。  

 協議を始める前に、令和７年１月２２日付で東委員

が議会運営委員を辞任され、新たに村石議員が議長

の指名により委員に選任されておりますので、御承

知おき願います。  

本日の協議事項は、お手元に配付のとおりでありま

す。  

初めに、大きな協議事項の１番目、代表質問の在り

方についてであります。  

このことについては、前年度において提案があり、  

去る令和６年８月２日の本委員会において継続して

協議することとしておりました。  

それでは、代表質問の在り方について、皆さんの御

意見を順番にお伺いしたいと思います。  

 

舎川委員　　以前、代表質問の在り方について考えましょうとい

うお話をいただきました。我が会派でもいろいろと

話をしているところであります。  

 先般、他の議会の状況や代表質問の方法についてチ

ームズで資料を提供していただき、議論を進めてい

るところではありますが、改選が近いということも

あり、今後どのような会派構成となるのか、そして

どのような議員が出てこられて、どのような思いが

あるのかがちょっと今の時点では分からないと。  

　　　　　　ですので、改選後に改めて、次期の議員の皆さんで

代表質問の在り方についてしっかりと議論していた

だければいいのかなと思っております。  

 会派としては、改選後の皆さんでこの議題について

もう一度話し合っていただきたいと考えております。 

 

泉委員　　　この議題は私どもの会派からの提案だったと思うの

ですが、ちょっと調べたところ、中核市の中でも富

山市は代表質問の時間がやけに長いのです。  

　　　　　　質問項目がすごく多く、午前から午後にかかってし
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まうこともあり、実際、午前中の質問が何だったの

か思い出せないくらいで、午後３時から午後４時頃

までかかることも多いのです。  

 毎年３月定例会で思うことなのですが、細かいと言

ったら失礼ですけれども、まずは大局に関わること

を優先していただき、その旨を質問していただくよ

うな代表質問の在り方がいいのではないかと思って

います。  

　　　　　　後に一般質問がありますので、細かい部分や詰めき

れなかった部分は同じ会派の一般質問で質問すれば

いいと思います。  

 要は、代表質問では各部局のこれからの指針、来年

度に向けた予算の本筋をまずは聞いてもらうと。そ

れで、細部に関しては一般質問で質問してもらうと

いう在り方がいいのではないかと思っております。

次回からではなく、できれば今定例会からそのよう

なことを踏まえた上で質問づくりをしていただきた

いと思っています。  

 それともう１点、以前お話ししたように、今まで自

由民主党会派の議員が議員数の過半数を占めていた

ことからずっと名残があったのですが、富山市議会

自由民主党の質問時間は１時間以内、自由民主党は

所属議員数が８人で２５分以内、３人の会派の場合

は２０分以内という決まりになっています。次回か

らでいいのですが、例えば会派の人数が３人の場合、

５人以下の場合、１０人以下の場合、１５人以下の

場合、２０人以下の場合というように区分し、質問

時間をその人数に応じた比例配分に近い形に変える

ことを提案したいという考えであります。  

 

柏委員　　　公明党会派でも今、皆で相談しながら様々な検討を

しているのですけれども、先ほど舎川委員がおっし

ゃったとおり、改選後に皆でしっかりと検討を進め

ていくことが大事かと思います。  

　　　　　　あと、当局の皆さんにとても丁寧にお答えしていた

だいているので、今の思いとしては、代表質問の在

り方については現状どおりでいいのではないかと思

っております。  
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村石委員　　結論から言うと、継続して審議するということにな

ると思います。  

　　　　　　ただ、この提案については非常にいい提案ではない

かと考えておりまして、変えるものは変えるという

立場で継続して審議する必要があると思います。  

　　　　　　簡潔に質問して簡潔に答弁するということで、一般

質問の場合、３分の１が質問時間に、３分の２が答

弁時間に使われるのが一般的です。そのようなこと

から考えると、なぜ代表質問では１時間の質問に対

して３時間の答弁が必要なのか、率直に言って疑問

に思います。  

　　　　　　ただ、このような質問は駄目、このような答弁は駄

目ということまではなかなか簡単には言えないと思

うので、そのようなことも含めて、今後協議する必

要があるのではないかと思っています。  

 

委員長　　　今、各会派の御意見をお聞きしましたけれども、検

討中の会派や、提案いただいた会派もありました。

富山市議会自由民主党と公明党は改選後に継続して

審議していければいいという意見で、立憲民主党も

今後継続して審議するという意見ですけれども、自

由民主党も改選後の継続協議とすることでよろしい

でしょうか。  

 

泉委員　　　はい。お願いします。  

 

委員長　　　今、いろいろとお話しいただいた提案なども踏まえ、

今定例会は現行どおりとし、改選後の継続協議で詳

細を詰めていくということでよろしいでしょうか。  

 

　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

 

委員長　　　それでは、そのように決定いたします。  

 次に、大きな協議事項の２番目、３月定例会の運営

についてであります。  

 お手元に配付の資料１を御覧ください。  

 まず、市長から、２月２７日（木曜日）に３月定例

会を招集いたしたいとの申出がありましたので、御
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承知おき願います。  

 次に、議案説明会については、２月２０日（木曜日  

 ）に開催となりますので、御承知おき願います。  

 また、議案書は２月２１日（金曜日）に配付されま

す。  

 それでは、具体な協議に入ります。  

 まず、１つ目の会期及び審議日程についてでありま

す。  

 まず、審議日程についてでありますが、お手元の資

料１に記載しました日程（案）としてはどうかと考

えております。  

 まず、代表質問の日程についてですが、代表質問は

申合せにより３人以上の会派のみ行うこととしてお

り、今定例会では、富山市議会自由民主党、自由民

主党、公明党、立憲民主党の４つの会派が行うこと

となります。  

 このことを踏まえて、今定例会については、代表質

問を２日間に分けて行うとともに、昨年度同様、２

日目は代表質問と一般質問を同日開催としてはどう

かと考えております。  

 それでは、招集日以降の日程について読み上げたい

と思います。  

 ２月２７日（木曜日）本会議（提案理由説明ほか）、

２月２８日（金曜日）議案調査日、３月１日（土曜

日）、３月２日（日曜日）休会、３月３日（月曜日  

 ）議案調査日、３月４日（火曜日）本会議（代表質

問）、３月５日（水曜日）本会議（代表質問・一般

質問）、３月６日（木曜日）本会議（一般質問）、

３月７日（金曜日）議案調査日、３月８日（土曜日  

 ）、３月９日（日曜日）休会、３月１０日（月曜日  

 ）本会議（一般質問）、３月１１日（火曜日）本会

議（一般質問）と予算決算委員会（前期全体会）、

３月１２日（水曜日）常任委員会・分科会（補正分  

 ）と予算決算委員会（後期全体会・補正分）と本会

議（補正分の委員長報告・質疑・討論・採決ほか）、

３月１３日（木曜日）経済環境分科会及び経済環境

委員会、３月１４日（金曜日）厚生分科会及び厚生

委員会、３月１５日（土曜日）、３月１６日（日曜
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日）休会、３月１７日（月曜日）建設分科会及び建

設委員会、３月１８日（火曜日）総務文教分科会及

び総務文教委員会、３月１９日（水曜日）予算決算

委員会（後期全体会・当初分）、３月２０日（木曜

日）休会、３月２１日（金曜日）議案調査日、３月

２２日（土曜日）、３月２３日（日曜日）休会、３

月２４日（月曜日）本会議（当初分の委員長報告・

質疑・討論・採決ほか）となります。  

 日程については、以上のとおりであります。  

 したがって、会期は２月２７日から３月２４日まで、

２６日間となりますが、会期及び審議日程について

は、以上のとおりでよろしいでしょうか。  

 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

 

委員長　　　それでは、そのように決定いたします。  

 なお、補正案件分の討論・採決を行う３月１２日（  

 水曜日）の本会議は、午前１０時から始まる各部門

別の常任委員会・分科会、そして、その後に開催さ

れる予算決算委員会の補正分の後期全体会の終了後

に開催が可能とはなりますが、例年どおり午後３時

から開きたいと思います。  

 また、最終日、３月２４日（月曜日）の本会議につ

いては、例年どおり午前１０時から開きたいと思い

ますが、いずれもそのように取り扱うこととしてよ

ろしいでしょうか。  

 

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

 

委員長　　　それでは、そのように決定いたします。  

 ここで、３月定例会における討論の通告期限につい

て確認しておきたいと思います。  

 まず、補正案件分の採決を行う３月１２日の討論・

採決に向けた通告期限については、３月１０日（月

曜日）の午後５時までを第一期限とし、これと対に

なる立場での討論の通告期限が３月１１日（火曜日  

 ）の正午までとなります。  

 次に、最終日、３月２４日の討論・採決に向けた通
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告期限については、３月１９日（水曜日）の午後５

時までを第一期限とし、これと対になる立場での討

論の通告期限が３月２１日（金曜日）の正午までと

なりますので、併せて御承知おきください。  

 次に、２つ目の代表質問、一般質問及び議案質疑に

ついてであります。  

 それでは、今定例会における代表質問及び一般質問

の発言通告の流れを確認いたします。  

 まず、代表質問についてですが、一般質問とは異な

り、質問予定書は提出する必要はなく、質問通告に

ついても、大項目のみを記載してください。  

 次に、お手元の資料１に記載のとおり、代表・一般

質問予定者及び質問順番の各会派からの報告期限が、

２月２１日（金曜日）の正午まで、次に、一般質問

予定書の提出期限については、２月２５日（火曜日  

 ）の午後３時までであります。  

 なお、提出された質問項目の一覧につきましては、

でき次第、チームズにより配付させていただきます

ので、一般質問予定者が自身でその内容を確認し、

重複している場合には、会派間、議員間で調整をし

ていただきたいと思います。  

 その上で、今定例会初日、２月２７日（木曜日）の

正午までに代表質問及び一般質問について、正式な

質問通告を提出していただきます。  

 発言通告書を提出する際には、通告時間に見合った

量の質問となるよう十分配慮していただきたいと思

います。  

 また、その際にもし質問の補足として配付したい資

料があれば、併せて事務局へ御提出ください。  

 提出された資料があれば、２月２８日（金曜日）の 

本委員会にて、資料の配付を認めるかについての協

議を行いたいと思います。  

 以上のような流れになりますので、各会派において

周知徹底していただきますようよろしくお願いいた

します。  

 なお、代表質問の質問時間については、申合せによ

り富山市議会自由民主党は６０分以内、自由民主党

は２５分以内、公明党は２０分以内、立憲民主党は
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２０分以内となりますので、御承知おき願います。  

 また、一般質問の質問時間についてですが、参考ま

でに、１２月定例会終了時の会派ごとの質問時間と

残時間の一覧表を配付しておきましたので御確認く

ださい。  

 なお、一般質問の午前何人、午後何人という割り振

りについては、２月２８日（金曜日）に開催いたし

ます、本委員会において決定したいと思います。  

 また、市長から当初提案された議案の質疑について

は、代表質問・一般質問と一括して行うことになり

ますので、御承知おき願います。  

 次に、３つ目の請願・陳情につきましては、開会日

の正午までに受理したものを今定例会に提出するこ

とになっておりますので、今回は２月２７日（木曜

日）の正午までとなります。  

 提出されました請願・陳情につきましては、２月２

８日（金曜日）の本委員会において、一括して報告

いたします。  

 次に、４つ目の議員提出の意見書（案）、決議（案  

 ）についてですが、一般質問最終日の前日の午後５

時までが提出期限となっております。今回は３月１

０日（月曜日）の午後５時までとなります。  

 次に、５つ目の追加議案についてであります。  

 監査委員、教育委員会委員、公平委員会委員、固定

資産評価審査委員会委員、それぞれ１名の任期が令

和７年５月１７日に、人権擁護委員３名の任期が令

和７年６月３０日に満了いたします。  

 これらの人事案件については、定例会の最終日に追

加提案されることになりますので、御承知おき願い

ます。  

 次に、６つ目の選挙についてであります。  

 常願寺川右岸水防市町村組合議会議員１名が欠員と

なっております。  

 本市町村組合議会議員について、今定例会３月１２

日に選挙を行うことになりますので、御承知おき願

います。  

 また、富山市選挙管理委員会委員４名及び同補充員

４名の任期が令和７年５月１６日に満了いたします。 
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 同委員会委員及び同補充員について、３月定例会最

終日、３月２４日に選挙を行うことになりますので、

御承知おき願います。  

 次に、大きな協議事項の３番目、富山市議会会議規

則及び富山市議会委員会条例の一部改正についてで

あります。  

 このことについて、本日の本委員会では事務局が作

成した改正（案）についての説明を聞いていただき、

次回の本委員会において再度協議を行いたいと思い

ます。  

 説明については、主な改正内容となる富山市議会会

議規則、富山市議会委員会条例、請願・陳情のオン

ライン化の３つの項目に分けたいと思います。  

 それではまず、富山市議会会議規則について、事務

局より説明させます。  

 

議事調査課長　〔資料２及び資料３により説明〕  

 

委員長　　　ただいまの富山市議会会議規則の説明について、何

か質問はありませんか。  

 

〔発言する者なし〕  

 

委員長　　　ないようですので、この程度にとどめます。  

 次に富山市議会委員会条例について、事務局より説

明させます。  

 

議事調査課長　〔資料４により説明〕  

 

委員長　　　ただいまの富山市議会委員会条例の説明について、

何か質問はありませんか。  

 

〔発言する者なし〕  

 

委員長　　　ないようですので、この程度にとどめます。  

 次に請願・陳情のオンライン化について、事務局よ

り説明させます。  
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議事調査課長　〔資料５により説明〕  

 

委員長　　　ただいまの請願・陳情のオンライン化の説明につい

て、何か質問はありませんか。  

 

泉委員　　　請願のほうはまだ納得できる部分が多いのですが、

陳情に関して、今まで本人確認をしていなかったか

らオンライン化しても本人確認をしないというのは、

もう既に混乱が見えているような感じがします。な

りすましも可能だし、陳情の件数もかなり多くなる

と思います。  

 本人が議会に来て陳情を提出するということは、そ

れ相応の覚悟を持った方々が、世の中を何とかした

いという思いを持ってされていることです。  

 オンライン上で本人確認をしない状態でスタートし

ないよう、私からお願いしたいと思います。  

 やはり、本人確認ができるようなシステムを入れな

いと、かなり混乱しそうな気がするので、要望とし

てお伝えしておきます。  

 

舎川委員　　会議規則と委員会条例について、一度持ち帰って我

が会派でももう少し勉強したいと思います。  

 今、請願・陳情のオンライン化について課題がある

と泉委員からもお話をいただきました。これについ

ても会派で改めて議論したいと思いますので、事務

局が考えるオンライン化のメリット・デメリットに

ついて資料を作成するよう、委員長から事務局へ依

頼していただきたいと思います。  

 あと、陳情件数の大幅な増加という懸念もあると。

県議会にも聞いており、今のところそれほど多くな

ってはいないということですが、その件数の推移や

他都市の状況も分かれば事務局にまとめていただき

たいと思っています。これも委員長、副委員長から

事務局に依頼していただければと思います。  

 

委員長　　　今、舎川委員から提案のありましたメリット・デメ

リット等の一覧表を作成し、一度精査していただく

ことについて、事務局では対応可能でしょうか。  



１０ 

議事調査課長 請願・陳情のオンライン化につきましては、今ほど

説明させていただいたとおりではあるのですけれど

も、複雑で分かりづらいところもあったかと思いま

すので、検討していただく項目や、メリット・デメ

リットも含め事務局のほうで取りまとめ、委員の皆

様に御提示させていただければと思います。  

 

委員長　　　一覧の資料をつくっていただいて、皆さんに御提示

させていただくと。今、説明のあったことも含めて、

会派の中で検討していただければと思います。  

 ほかに質問はありませんか。  

 

　　　　　　〔発言する者なし〕  

 

委員長　　　ないようですので、この程度にとどめます。  

 それでは、次回の本委員会において再度協議を行い

たいと思いますので、各会派で御協議いただきます

ようお願いいたします。  

 以上で、本日の協議事項は全て終了いたしました。  

 これをもって、本日の議会運営委員会を閉会いたし

ます。  
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